
資料１－１ 

 

協議事項（１）介護保険施設等の整備計画について 

 

1 老人福祉施設（特別養護老人ホーム）の整備 

   社会福祉法人嘉祥福祉会から、あま市内での老人福祉施設(増設５名)の 

指定について、事前相談票が提出された。 

 

整備計画の概要 

法 人 名 社会福祉法人 嘉祥福祉会 

主 な 事 業 内 容 介護老人福祉施設 

法 人 所 在 地 愛知県津島市唐臼町半池７２番地６ 

整 備 予 定 地 愛知県あま市二ツ寺西高須賀２番地 

整 備 定 員 数 ５人(増設) ショートステイから特養への転換 

開 所 予 定 令和３年１０月 

 

 

2 海部圏域整備状況（令和 3.3.31 現在）          (単位：人) 

施 設 種 別 
整備目標(第 8 期)  現定員数 

②  
差引整備枠 

(① －②) ５年度 ① 

介護老人福祉施設 1,421 1,406 15 

介護老人保健施設 1,018 1,018 0 

混 合 型 特 定 施 設 
入 居 者 生 活 介 護 

347 347 0 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (協議事項についての説明) 

 〇 介護老人福祉施設とは、社会福祉法人や地方自治体が運営する要介護 

高齢者のための公的な施設で「特別養護老人ホーム」とも呼ばれて 

います。 

 〇 当圏域の介護老人福祉施設の整備枠は、「２ 海部圏域整備状況(令和 3. 

3.31 現在)」のとおり第 8 期の整備枠１，４２１人、現定員数１，４０６

人で、差し引き整備できる枠が１５人あります。 

〇 今回の整備枠５人は、整備目標数の１５人の範囲内であります。 

〇 ショートから特養への転換のため、人員増員等がなく配置転換のみで 

対応可能です。 

〇 当施設の待機者数とショートステイの利用実績については、資料１－３

のとおりです。 

〇 ショートステイの過去３年間の年間平均稼働率は７３．４％であり、年

間を通して常に５床空いていることとなります。これに対し、特養の稼働

率は、９７％を超えているうえ待機者を多く抱えています。 

 〇 要領第４の規定に基づき、今回の整備計画の整備予定地の市町村に意見

をお聴きし、また、圏域内の他の市町村にも意見をお聴きし、圏域調整を

行いました。 

 〇 その結果、今回の整備計画について、特段の修正意見はありません 

でした。 

 〇 今回の事前相談票が提出された法人については、津島市とあま市に介護

保険事業を展開しており、経営基盤、経営実績とも問題はありません。 

 〇 このことから、推進会議事務局として、今回の整備計画について、承認

が適当と考えております。 


